
お申込み・お問合せの際に、実施人数とご使用中のマスクの型

をご提示いただくと、お見積りがスムーズに行えます。

お申込み・お問合せ先

お1人当たりの

テスト時間が短時間で完了！

厚労省が定める研修を修了！

取替式と使い捨て両方のタイプ

のマスクに対応しております！

2023年4月から「呼吸用保護具のフィットテスト」の実施が義務になります。

株式会社 野田市電子 環境分析事業部

TEL:096－322-0167 FAX:096-352-6003

担当者：城（測定課）
E-mail : jyo.y@nodaichi.co.jp


